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議第 １ 号 

平成３０年度南和広域医療企業団病院事業会計予算について 

（総 則） 

第 1条 平成３０年度南和広域医療企業団病院事業会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）病床数   一般    291 床 回復期及び療養病床  102床 

（２）年間入院患者数 入院患者数（延） 99,127 人 入院患者数（延） 34,828人 

及び外来患者数 外来患者数（延）209,840 人 

（３）１日平均入院患者数 入院患者数 367人 

及び外来患者数  外来患者数 860人 

（４）主な建設改良事業 

感染症病床改修工事  24,000千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収  入 

 第１款  病院事業収益  10,131,599千円 

第１項  医業収益  8,489,239千円 

第２項  医業外収益  1,515,930千円 

第３項  看護師養成事業収益   126,430千円 

 支  出 

 第１款 病院事業費用  10,330,625千円 

第１項  医業費用   9,937,367千円 

第２項  医業外費用   263,396千円 

第３項  看護師養成事業費用   111,519千円 

第４項  特別損失    15,343千円 

第５項  予備費   3,000 千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支

出額に対して不足する額197,126千円は、損益勘定留保資金で補てんするものとする。） 
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収  入 

   第１款  資本的収入          585,935千円 

   第１項  負担金            585,935千円 

    

  支  出 

 第１款   資本的支出          783,061千円 

   第１項  建設改良費          146,741千円 

   第２項  企業債償還金         585,936千円 

   第３項 県借入償還金          50,384千円 

 

（一時借入金） 

第５条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第６条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら

ない。 

１．職員給与費            4,933,305 千円 

   ２．交際費                120千円 

 

（たな卸資産の購入限度額） 

第７条 たな卸資産の購入限度額は、1,551,070 千円と定める。 

 

（重要な資産の取得） 

第８条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

１． 感染症病床改修工事         24,000千円 

 

 

 

 

平成３０年２月２２日提出 

 

 

南和広域医療企業団  企業長  上山 幸寛      
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議
 第
 １
 号

平
　
成
　
３
　
０
　
年
　
度

南
和
広
域
医
療
企
業
団
病
院
事
業
会
計
予
算
書
（
案
）

南
　
和
　
広
　
域
　
医
　
療
　
企
　
業
　
団
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平
成
３
０
年
度
　
南
和
広
域
医
療
企
業
団
病
院
事
業
会
計
予
算

　
　
（総
　
則
）

　
第
１
条
　
平
成
３
０
年
度
南
和
広
域
医
療
企
業
団
病
院
事
業
会
計
の
予
算
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　
（業
務
の
予
定
量
）

　
第
２
条
　
業
務
の
予
定
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
　
 （
１
）
病
床
数

一
　
　
般

床
1
02
床

　
　
　
 （
２
）
年
間
入
院
患
者
数
及
び
外
来
患
者
数

入
院
患
者
数
　
（
延
）

人
入
院
患
者
数
　
（延
）

34
,8
28
人

外
来
患
者
数
　
（
延
）

人

　
　
　
 （
３
）
１
日
平
均
入
院
患
者
数
及
び
外
来
患
者
数

入
院
患
者
数

人

外
来
患
者
数

人

　
　
　
 （
４
）
主
な
建
設
改
良
事
業

感
染
症
病
床
改
修
工
事

千
円

　
　
（収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

　
第
３
条
　
収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。

　
　
収
　
　
　
入

第
１
款

病
院
事
業
収
益

千
円

第
１
項
医
業
収
益

千
円

第
２
項
医
業
外
収
益

千
円

第
３
項
看
護
師
養
成
事
業
収
益

千
円

　
　
支
　
　
　
出

第
１
款

病
院
事
業
費
用

千
円

第
１
項
医
業
費
用

千
円

第
２
項
医
業
外
費
用

千
円

第
３
項
看
護
師
養
成
事
業
費
用

千
円

第
４
項
特
別
損
失

千
円

第
５
項
予
備
費

千
円

1
26
,4
3
0

1
11
,5
1
9

2
63
,3
9
6

15
,3
43

3,
00
0

29
1

99
,1
27

20
9
,8
4
0

36
7

86
0

8,
4
89
,2
3
9

回
復
期
及
び
療
養
病
床

24
,0
00

10
,1
31
,5
99

1,
5
15
,9
3
0

10
,3
30
,6
25

9,
9
37
,3
6
7 －
１
－
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（資
本
的
収
入
及
び
支
出
）

　
第
４
条

資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
は
、
次
の
と
お
り
と
定
め
る
。
（資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
対
し
て
不
足
す
る
額
１
９
７
，
１
２
６
千
円
は
、

　
　
　
損
益
勘
定
留
保
資
金
で
補
て
ん
す
る
も
の
と
す
る
。
）

　
　
収
　
　
　
入

第
１
款

資
本
的
収
入

千
円

第
１
項
負
担
金

千
円

　
　
支
　
　
　
出

第
１
款

資
本
的
支
出

千
円

第
１
項
建
設
改
良
費

千
円

第
２
項
企
業
債
償
還
金

千
円

第
３
項
県
借
入
償
還
金

千
円

　
　
（一
時
借
入
金
）

　
第
５
条
　
一
時
借
入
金
の
限
度
額
は
、
5
00
,0
0
0
千
円
と
定
め
る
。

　
　
（議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
経
費
）

　
第
６
条
　
次
に
掲
げ
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
経
費
の
金
額
を
そ
れ
以
外
の
経
費
の
金
額
に
流
用
し
、
又
は
そ
れ
以
外
の
経
費
を
そ
の
経
費
の
金
額
に
流
用

  
　
す
る
場
合
は
、
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
．
　
職
員
給
与
費

4
,9
3
3
,3
0
5
千
円

２
．
　
交
際
費

12
0
千
円

5
85
,9
3
5

5
85
,9
3
5－
２
－

7
83
,0
6
1

1
46
,7
4
1

5
85
,9
3
6

50
,3
84
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（た
な
卸
資
産
の
購
入
限
度
額
）

　
第
７
条
　
た
な
卸
資
産
の
購
入
限
度
額
は
、
1
,5
5
1
,0
7
0
千
円
と
定
め
る
。

（
重
要
な
資
産
の
取
得
）

　
第
８
条
　
重
要
な
資
産
の
取
得
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
．
感
染
症
病
床
改
修
工
事

千
円

平
成
　
３
０
　
年
　
２
 　
月
　
２
２
　
日
　
提
　
出

南
和
広
域
医
療
企
業
団
　
　

　
　
企
　
業
　
長
　
　
　
上
　
山
　
幸
　
寛

24
,0
00

－
３
－
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平
　
成
　
３
　
０
　
年
　
度

病
院
事
業
会
計
予
算
に
関
す
る
説
明
書

南
和
広
域
医
療
企
業
団
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平
成
３
０
年
度
　
南
和
広
域
医
療
企
業
団
病
院
事
業
会
計
予
算
実
施
計
画

収
益
的
収
入
及
び
支
出

（
収
　
入
）

(単
位
：
千
円
）

款
予
　
定
　
額

備
　
　
考

１
病

院
事

業
収

益
1
0
,1
3
1
,5
9
9

１
医

業
収

益
8
,4
8
9
,2
3
9

１
入

院
収

益
5
,0
6
0
,3
5
9

２
外

来
収

益
2
,4
6
4
,3
9
9

３
そ
の
他

医
業

収
益

3
1
5
,3
3
4

４
県

補
助

金
6
9
,4
3
6

５
他

会
計

負
担

金
5
7
9
,7
1
1

２
医

業
外

収
益

1
,5
1
5
,9
3
0

１
受
取
利
息
及
び
配
当
金

2
1
3

２
県

補
助

金
1
7
,5
6
7

３
他

会
計

補
助

金
5
2
3

４
他

会
計

負
担

金
1
2
9
,6
8
4

５
長

期
前

受
金

戻
入

1
,3
2
7
,3
5
6

６
そ
の
他
医
業
外
収
益

4
0
,5
8
7

３
看
護
師
養
成
事
業
収
益

1
2
6
,4
3
0

１
県

補
助

金
8
0
,0
0
0

２
そ
の
他
看
護
師
養
成
事
業
収
益

4
6
,4
3
0

－
４
－

項
目
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平
成
３
０
年
度
　
南
和
広
域
医
療
企
業
団
病
院
事
業
会
計
予
算
実
施
計
画

（
支
　
出
）

(単
位
：
千
円
）

予
　
定
　
額

備
　
　
考

１
病

院
事

業
費

用
1
0
,3
3
0
,6
2
5

１
医

業
費

用
9
,9
3
7
,3
6
7

１
給

与
費

4
,8
4
0
,4
4
8

２
材

料
費

1
,5
5
1
,0
7
0

３
経

費
2
,0
5
7
,8
8
1

４
減

価
償

却
費

1
,4
6
6
,9
2
2

５
資

産
減

耗
費

3
,0
0
0

６
研

究
研

修
費

1
8
,0
4
6

２
医

業
外

費
用

2
6
3
,3
9
6

１
支
払
利
息
及
び
企
業
債
取
扱
諸
費

3
0
,5
0
7

２
長
期
前
払
消
費
税
償
却

2
1
5
,8
8
9

３
消

費
税

1
7
,0
0
0

３
看
護
師
養
成
事
業
費
用

1
1
1
,5
1
9

１
看

護
師

養
成

費
1
1
1
,5
1
9

４
特

別
損

失
1
5
,3
4
3

１
固

定
資

産
売

却
損

3
,0
0
0

２
過
年
度
損
益
修
正
損

3
,0
0
0

３
そ
の
他

特
別

損
失

9
,3
4
3

５
予

備
費

3
,0
0
0

１
予

備
費

3
,0
0
0

－
５
－

款
項

目
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平
成
３
０
年
度
　
南
和
広
域
医
療
企
業
団
病
院
事
業
会
計
予
算
実
施
計
画

資
本
的
収
入
及
び
支
出

（
収
　
入
）

(単
位
：
千
円
）

予
　
定
　
額

備
　
　
考

１
資

本
的

収
入

5
8
5
,9
3
5

１
負

担
金

5
8
5
,9
3
5

１
負

担
金

5
8
5
,9
3
5

（
支
　
出
）

(単
位
：
千
円
）

予
　
定
　
額

備
　
　
考

１
資

本
的

支
出

7
8
3
,0
6
1

１
建

設
改

良
費

1
4
6
,7
4
1

１
病

院
改

築
事

業
費

6
6
,1
9
3

２
器

械
備

品
購

入
費

8
0
,5
4
8

２
企

業
債

償
還

金
5
8
5
,9
3
6

１
企

業
債

償
還

金
5
8
5
,9
3
6

３
県

借
入

償
還

金
5
0
,3
8
4

１
県

借
入

償
還

金
5
0
,3
8
4

－
６
－

款
項

目

款
項

目
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１
（
単
位
　
千
円
）

△
 
1
9
9
,
0
2
6

1
,
4
6
6
,
9
2
2

3
,
0
0
0

長
期
前
払
消
費
税
償
却

2
0
5
,
0
1
9

賞
与
引
当
金
の
増
減
額
（
△
は
減
少
）

3
0
,
9
8
2

退
職
給
付
引
当
金
の
増
減
額
（
△
は
減
少
）

8
9
,
2
0
1

△
 
1
,
3
2
7
,
3
5
6

△
 
2
1
3

3
0
,
5
0
7

未
収
入
金
の
増
減
額
（
△
は
増
加
）

△
 
1
7
8
,
6
8
8

5
0
,
3
8
5

1
5
,
2
1
3

1
8
5
,
9
4
6

2
1
3

△
 
3
0
,
5
0
7

1
5
5
,
6
5
2

２

△
 
1
4
6
,
7
4
1

5
8
5
,
9
3
5

4
3
9
,
1
9
4

３

長
期
借
入
れ
償
還
に
よ
る
支
出

△
 
5
0
,
3
8
4 0

△
 
5
8
5
,
9
3
6

△
 
6
3
6
,
3
2
0

△
 
4
1
,
4
7
4

1
,
8
1
8
,
8
8
9

1
,
7
7
7
,
4
1
5

－
７
－

　
　
　
（
平
成
3
0
年
4
月
1
日
か
ら
平
成
3
1
年
3
月
3
1
日
ま
で
）

医
業
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

当
年
度
純
利
益

減
価
償
却
費

固
定
資
産
除
却
費

長
期
前
受
金
戻
入
額

受
取
利
息
及
び
配
当
金

支
払
利
息

未
払
金
の
増
減
額
（
△
は
減
少
）

そ
の
他

小
計

利
息
及
び
配
当
金
の
受
取
額

利
息
の
支
払
額

業
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

有
形
固
定
資
産
の
取
得
に
よ
る
支
出

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
企
業
債
に
よ
る
収
入

建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
企
業
債
の
償
還
に
よ
る
支
出

他
会
計
か
ら
の
負
担
金
に
よ
る
収
入

資
金
期
末
残
高

平
成
３
０
年
度
　
南
和
広
域
医
療
企
業
団
病
院
事
業
会
計
　
予
定
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
計
算
書
　

財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

資
金
増
加
額
（
又
は
減
少
額
）

資
金
期
首
残
高

投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
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１
　
総
　
括

（
単
位
　
人
：千
円
）

特
別
職

一
般
職

報
 酬

給
 料

賃
 金

手
 当

2
5
0
7
3
0
2
,6
2
4
1
,9
0
4
,4
5
0

1
1
9
,4
8
4
1
,4
3
6
,2
3
1

2
5
0
7
3
0
2
,6
2
4
1
,9
0
4
,4
5
0

1
1
9
,4
8
4
1
,4
3
6
,2
3
1

2
4
4
6
1
4
2
,6
9
5
1
,7
6
7
,6
4
1

1
2
2
,8
3
5
1
,5
3
8
,6
2
2

2
4
4
6
1
4
2
,6
9
5
1
,7
6
7
,6
4
1

1
2
2
,8
3
5
1
,5
3
8
,6
2
2

0
6
1
1
5
9
,9
2
9
1
3
6
,8
0
9
△
 3
,3
5
1
△
 1
0
2
,3
9
1

0
6
1
1
5
9
,9
2
9
1
3
6
,8
0
9
△
 3
,3
5
1
△
 1
0
2
,3
9
1

（
単
位
　
千
円
）

地
域

扶
養

住
居

通
勤

時
間
外

夜
間
勤
務

管
理
職

宿
日
直

初
任
給

管
理
職
特
別

期
末

勤
勉

特
殊
勤
務

児
童

手
当

手
当

手
当

手
当

勤
務
手
当

手
当

手
当

手
当

調
整
手
当
勤
務
手
当

手
当

手
当

手
当

手
当

5
6
,9
4
4

5
3
,1
4
8

3
0
,0
1
2

6
2
,4
2
4
1
6
9
,4
7
2

3
5
,5
0
0

4
5
,1
6
0

9
8
,4
4
0
1
8
2
,4
2
0

2
,4
7
0

4
6
1
,5
1
2

3
5
0
,5
9
0
1
4
3
,6
0
4

2
4
,1
8
0

6
2
,1
4
6

4
4
,8
4
9

2
2
,5
7
7

4
9
,9
1
9
1
6
7
,3
9
2

3
5
,3
4
7

4
2
,6
6
3

1
0
2
,1
1
7
1
8
8
,9
3
5

2
,4
9
8

4
1
7
,2
2
9

2
5
4
,4
5
1
1
2
3
,6
2
9

2
4
,8
7
0

△
 5
,2
0
2

8
,2
9
9

7
,4
3
5

1
2
,5
0
5

2
,0
8
0

1
5
3

2
,4
9
7
△
 3
,6
7
7
△
 6
,5
1
5

△
 2
8

4
4
,2
8
3

9
6
,1
3
9

1
9,
9
7
5

△
 6
9
0

2
4
8
,9
5
9 退
職

給
与
費

2
6
2
,0
28

2
0
7
,7
58

5
4
,2
70

1
9
0
,9
9
6

5
7
,9
6
3

手 当 の 内 訳

区
　
分

本
年
度

前
年
度

比
　
較

比 較

損
 益
 勘
 定
 支
 弁
 職
 員

1
9
0
,9
9
6

5
7
,9
6
3

資
 本
 勘
 定
 支
 弁
 職
 員

合
　
　
　
　
　
計

2
4
8
,9
5
9

－
８
－

　
給
　
与
　
費
　
明
　
細
　
書

合
　
　
　
計 4
,4
3
8
,8
7
5

4
,4
3
8
,8
7
5

4
,1
8
9
,9
1
6

4
,1
8
9
,9
1
6

6
1
8
,1
2
3

3
,7
6
2
,7
8
9

6
7
6
,0
8
6

区
　
　
　
　
　
分

職
　
員
　
数

給
　
　
　
　
　
与
　
　
　
　
　
費

法
 定
 福
 利
 費

計

前 年 度

損
 益
 勘
 定
 支
 弁
 職
 員

3
,5
7
1
,7
9
3

6
1
8
,1
2
3

資
 本
 勘
 定
 支
 弁
 職
 員

本 年 度

損
 益
 勘
 定
 支
 弁
 職
 員

3
,7
6
2
,7
8
9

6
7
6
,0
8
6

資
 本
 勘
 定
 支
 弁
 職
 員

合
　
　
　
　
　
計

合
　
　
　
　
　
計

3
,5
7
1
,7
9
3
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２
　
給
与
及
び
手
当
の
状
況

（１
）
　
職
員
１
人
あ
た
り
の
給
与

（２
）
　
初
　
任
　
給

（３
）
　
級
別
職
員
数

（
単
位
　
人
：
　
％
）

職
員
数

構
成
比

職
員
数

構
成
比

職
員
数

構
成
比

職
員
数

構
成
比

職
員
数

構
成
比

職
員
数

構
成
比

１
　
　
級

21
35
.6

1
1

12
.1

1
0

55
.5

２
　
　
級

13
22
.0

1
6

17
.6

1
04

36
.4

9
10
0.
0

1
5
.6

３
　
　
級

25
42
.4

1
0

11
.0

33
11
.5

4
22
.2

25
1
00
.0

４
　
　
級

11
12
.0

12
8

44
.8

2
11
.1

５
　
　
級

38
41
.8

20
7.
0

1
5
.6

６
　
　
級

5
5.
5

1
0
.3

７
　
　
級

計
59
10
0.
0

9
1
10
0.
0

2
86

1
00
.0

9
10
0.
0

1
8
10
0
.0

25
1
00
.0

１
　
　
級

19
32
.2

6
7.
0

5
38
.4

２
　
　
級

15
25
.4

1
4

16
.3

68
25
.9

9
10
0.
0

1
7
.7

３
　
　
級

25
42
.4

1
2

14
.0

36
13
.7

4
30
.8

25
1
00
.0

４
　
　
級

10
11
.6

13
8

52
.5

2
15
.4

５
　
　
級

39
45
.3

20
7.
6

1
7
.7

６
　
　
級

5
5.
8

1
0
.3

７
　
　
級

計
59
10
0.
0

8
6
10
0.
0

2
63

1
00
.0

9
10
0.
0

1
3
10
0
.0

25
1
00
.0

平
成
３
０
年
４
月
１
日
予
定

平
成
２
９
年
４
月
１
日
現
在

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

医
　
師
　
職

－
９
－

区
　
　
　
　
　
　
分

高
　
　
　
校
　
　
　
卒

大
　
　
　
学
　
　
　
卒

医
　
師
　
職

3
1
3,
20
0

医
療
技
術
職

1
9
1,
70
0

看
護
職

2
17
,5
0
0

看
護
教
育
職

2
1
8,
10
0

事
務
職

1
5
1,
50
0

1
8
5,
80
0

一
般
会
計
の
制
度

（
一
般
行
政
職
）

15
1
,5
0
0

18
5
,8
0
0

平
均
年
齢
　
（歳
）　
　

平
均
給
料
月
額
（
円
）
　
　

平
均
給
与
月
額
（
円
）
　
　

平
均
年
齢
　
（歳
）　
　

医
　
師
　
職

医
療
技
術
職

看
護
職

看
護
教
育
職

事
務
職

25
4,
00
0

35
2,
00
0

38
.6
2
歳

47
5
,8
45

3
17
,6
87

30
0,
2
04

1,
06
5
,7
35

4
04
,4
97

38
5,
6
89

44
.8
9歳

42
.2
9歳

3
8.
4
9歳

45
.3
6歳

23
6,
8
59

27
1,
9
82

44
.3
6歳

48
2
,0
00

1,
18
1
,0
00

45
.5
4歳

31
5
,0
00

40
0
,0
00

42
.8
9
歳

29
9,
0
00

38
8,
0
00

39
.0
3歳

39
2
,0
00

42
4
,0
00

48
.6
7歳

39
1
,9
93

42
7
,1
79

47
.6
7歳

（
単
位
　
円
）

そ
の
他
の
職

医
療
技
術
職

看
護
職

看
護
教
育
職

事
務
職

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

平
均
給
料
月
額
（
円
）
　
　

平
均
給
与
月
額
（
円
）
　
　

27
3,
23
1

34
7,
96
7

37
.6
2
歳

平
成
３
０
年
４
月
１
日

予
定

平
成
２
９
年
４
月
１
日

現
在

そ
の
他
の
職

23
6,
0
00

27
3,
0
00

（
単
位
　
円
）
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（４
）
級
別
の
標
準
的
な
職
務
内
容

（５
）
　
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当

６
月
（
月
分
）

１
２
（
月
分
）

2.
12
5

2
.2
7
5

4
.4
00

有

2.
07
5

2
.2
2
5

4
.3
00

有

2.
12
5

2
.2
7
5

4
.4
00

有

－
１
０
－

職
制
上
の
段
階
、
職
務
の

級
等
に
よ
る
加
算
措
置

（月
分
）

本
年

度

前
年

度

一
般
会
計
の
制
度

区
分

支
給
期
別
支
給
率

支
給

率
計

区
分

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

主
任
主
事

主
査

係
長

主
任
主
査

課
長

課
長
補
佐

事
務
局
長

次
長

業
務
員

主
任
業
務
員

副
校
長
／
教
務
主
任
／

教
務
主
査
／
看
護
主
査

主
任
技
師

主
任
技
師

技
師

看
護
主
査

看
護
主
任

看
護
副
部
長

看
護
師
長

看
護
部
長

医
師

医
療
職
（
一
）

医
療
技
術
員

医
療
職
（
二
）

看
護
師

医
療
職
（
三
）

事
務
職
員

行
政
職
（
一
）

医
長

副
院
長

診
療
部
長

セ
ン
タ
ー
長

院
長

主
任
技
師

主
査

係
長

主
任
主
査

副
部
長

技
師
長

副
技
師
長

部
長

技
師
長

そ
の
他
職
員

医
員

技
師

主
事

業
務
員
補

看
護
専
門
学
校
職
員

教
育
職
（
四
）

技
師
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（６
）
　
定
年
退
職
及
び
勧
奨
退
職
に
係
る
退
職
手
当

（７
）
　
地
　
域
　
手
　
当

（
％
）

12

（
人
）

59

（
％
）

－

（８
）
　
特
殊
勤
務
手
当

（９
）
　
そ
の
他
の
手
当

そ
の
他
の
職

6.
2

10
0.
0

17
,6
0
0

備
  
  
  
考

看
護
教
育
職

事
務
職

区
　
　
　
　
　
分

全
　
職
　
種

医
　
師
　
職

医
療
技
術
職

看
護
職

４
７
．
７
０
９

４
７
．
７
０
９

定
年
前
早
期
退
職
特
例

措
置
（
2
～
4
5
％
加
算
）

一
般
会
計
の
制
度

（
支

給
率

等
）

２
４
．
５
８
６
８
７
５

３
３
．
２
７
０
７
５

４
７
．
７
０
９

４
７
．
７
０
９

定
年
前
早
期
退
職
特
例

措
置
（
2
～
4
5
％
加
算
）

住
　
　
　
　
居
　
　
　
　
手
　
　
　
　
当

同
－

通
　
　
　
　
勤
　
　
　
　
手
　
　
　
　
当

同
－

10
0
.0

0.
0

0.
0

支
給

率

支
給

対
象

職
員

数

一
般
会
計
の
制
度

（
支
給
率
）

区
　
　
　
分

２
０
年
勤
続
の
者

（
月
分
）

２
５
年
勤
続
の
者

（
月
分
）

３
５
年
勤
続
の
者

（
月
分
）

最
高
限
度

（
月
分
）

そ
の
他
の
加
算

措
置
等

支
給

率
等

２
４
．
５
８
６
８
７
５

３
３
．
２
７
０
７
５

支
 給
 対
 象
 職
 員
 １
 人
 あ
 た
 り

平
 均
 支
 給
 月
 額
  
  
 　
  
  
（
円
）

26
,8
06

23
,3
0
5

4
,1
8
8

34
,2
51

－
－

給
与
の
総
額
に
対
す
る
比
率
（
％
）

5.
3

2.
1

1.
0

8.
8

0.
0

0.
0

支
給
対
象
職
員
の
比
率
　
　
　
 （
％
）

（
平
成
30
年
4
月
1日
予
定
）

96
.4

98
.3

9
3.
4

扶
　
　
　
　
養
　
　
　
　
手
　
　
　
　
当

同
－

代
表
的
な
特
殊
勤
務
手
当
の
名
称

深
夜
看
護
勤
務
手
当

－
１
１
－

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

一
　
般
　
会
　
計
　
の
　
制
　
度
　
と
　
の
　
異
　
同

差
　
　
異
　
　
の
　
　
内
　
　
容

17



　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
単
位
：
千
円
）

１
．

医
　
業
　
収
　
益

（
１
）
入

院
収

益
4
,5
7
8
,9
1
3

　
　

（
２
）
外

来
収

益
1
,9
7
9
,2
4
7

（
３
）
そ

の
他

医
業

収
益

2
9
2
,5
5
0

（
４
）
県

補
助

金
1
4
5
,0
3
6

（
５
）
他

会
計

補
助

金
1
,9
4
2

（
６
）
他

会
計

負
担

金
5
5
8
,8
2
2

7
,5
5
6
,5
1
0

２
．

医
　
業
　
費
　
用

（
１
）
給

与
費

4
,1
7
5
,5
5
2

（
２
）
材

料
費

1
,4
9
3
,7
2
0

（
３
）
経

費
1
,9
5
2
,3
3
4

（
４
）
減

価
償

却
費

1
,3
8
1
,1
4
9

（
５
）
研

究
研

修
費

1
3
,4
8
1

（
７
）
そ

の
他

医
業

費
用

0
9
,0
1
6
,2
3
6

△
 1
,4
5
9
,7
2
6

３
．

医
 業
 外
 収
 益

（
１
）

受
取
利
息
及
び
配
当
金

2
7
0

（
２
）
他
会
計
負
担
金
（
医
業
外
）

1
2
9
,5
4
0

（
３
）
県

補
助

金
4
,6
4
0

（
４
）
長

期
前

受
金

戻
入

1
,1
8
0
,2
4
1

（
５
）
そ

の
他

医
業

外
収

益
2
7
,6
9
2

1
,3
4
2
,3
8
3

４
．

看
 護
 師
 養
 成
 事
 業
 収
 益

（
１
）
県

補
助

金
8
0
,0
0
0

（
２
）
そ
の
他
看
護
師
養
成
事
業
収
益

3
4
,2
3
5

1
1
4
,2
3
5

－
１
２
－
　
　
　

平
成
２
９
年
度
　
南
和
広
域
医
療
企
業
団
 病
院
事
業
会
計
予
定
損
益
計
算
書
 （
前
年
度
）

  
  
  
 （
 平
 成
 ２
 ９
 年
 ４
 月
 １
 日
 か
 ら
 平
 成
 ３
 ０
 年
 ３
 月
 ３
 １
 日
 ）
　
  
　

医
業

利
益
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５
．

医
 業
 外
 費
 用

（
１
）
支
払
利
息
及
び
企
業
債
取
扱
い
諸
費

2
9
,5
4
6

（
２
）
長
期
前
払
消
費
税
償
却

2
0
9
,5
1
1

（
３
）
消

費
税

2
0
,4
8
7

（
４
）
雑

支
出

0
2
5
9
,5
4
4

６
．

看
 護
 師
 養
 成
 事
 業
 費
 用

（
１
）
看

護
師

養
成

費
9
3
,3
2
6

9
3
,3
2
6

1
,1
0
3
,7
4
8

△
 3
5
5
,9
7
8

７
．

特
　
別
　
損
　
失

（
１
）
固

定
資

産
売

却
損

0

（
２
）

過
年

度
損

益
修

正
損

1
7

（
３
）
そ

の
他

特
別

損
失

4
,3
2
0

4
,3
3
7

△
 4
,3
3
7

△
 3
6
0
,3
1
5

△
 7
5
7
,4
5
4

△
 1
,1
1
7
,7
6
9

前
年

度
繰

越
欠

損
金

当
年

度
繰

越
欠

損
金

－
１
３
－
　
　
　

経
常

利
益

当
年

度
純

損
失
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－
１
４
－

 資
　
　
　
　
産
　
　
　
　
の
　
　
　
　
部

　
　
　
　
　
（単
位
　
千
円
）

１
．
固
　
定
　
資
　
産

（
１
）
有
 形
 固
 定
 資
 産

（
イ
）
土

地
1
,3
7
0
,0
3
7

1
,3
7
0
,0
3
7

（
ロ
）
建

物
1
1
,7
8
8
,2
1
2

建
物
減
価
償
却
累
計
額

△
9
8
9
,0
7
9

1
0
,7
9
9
,1
3
3

（
ハ
）
器

械
・

備
品

4
,7
7
5
,0
9
1

器
械
・
備
品
減
価
償
却
累
計
額

△
1
,3
0
9
,2
6
4

3
,4
6
5
,8
2
7

（
ニ
）
車

輌
運

搬
具

5
,1
5
7

車
輌
運
搬
具
減
価
償
却
累
計
額

△
1
,4
7
8

3
,6
7
9

（
ホ
）
建

設
仮

勘
定

0

1
5
,6
3
8
,6
7
6

（
３
）
投
　
　
　
　
資

（
イ
）
長

期
貸

付
金

7
,3
4
3

（ロ
）
長

期
前

払
消

費
税

3
5
1
,5
9
6

（ハ
）
そ

の
他

投
資

0

3
5
8
,9
3
9

1
5
,9
9
7
,6
1
5

２
．
流
　
動
　
資
　
産

（
１
）

1
,8
1
8
,8
8
9

（
２
）

1
,1
3
3
,0
7
6

（
３
）

5
4
,6
0
9

（
４
）

2
5
9

3
,0
0
6
,8
3
3

1
9
,0
0
4
,4
4
8

固
定

資
産

合
計

平
 成
 ２
９
 年
 度
　
南
和
広
域
医
療
企
業
団
 病
院
事
業
会
計
予
定
貸
借
対
照
表
（
前
年
度
）

平
 成
 ３
０
 年
 ３
 月
 ３
１
 日

有
形

固
定

資
産

合
計

投
資

合
計

資
産

合
計

現
金

・
預

金

未
収

金

貯
蔵

品

そ
の

他
流

動
資

産

流
動

資
産

合
計
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負
　
　
債
　
　
の
　
　
部

　
　
　
　
　
（単
位
　
千
円
）

３
．
固
　
定
　
負
　
債

（１
）

（
イ
）
建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の

企
業

債
6
,0
6
0
,6
9
7

企
業

債
合

計
6
,0
6
0
,6
9
7

（２
）

（
イ
）
そ
の
他
の
長
期
借
入
金

5
3
7
,7
2
2

他
会

計
借

入
金

合
計

5
3
7
,7
2
2

（３
）

（
イ
）
退

職
給

付
引

当
金

9
0
9
,4
9
9

引
当

金
合

計
9
0
9
,4
9
9

7
,5
0
7
,9
1
8

４
．
流
　
動
　
負
　
債

（１
）

5
6
3
,6
6
1

（２
）

（
イ
）
預

り
金

0
（
ウ
）
そ

の
他

流
動

負
債

0

（
イ
）
建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の

企
業

債
5
8
5
,9
3
6

企
業

債
合

計
5
8
5
,9
3
6

（３
）

（
イ
）
賞

与
引

当
金

2
1
9
,3
9
9

（
ロ
）
法

定
福

利
費

引
当

金
2
3
,9
6
9

2
4
3
,3
6
8

1
,3
9
2
,9
6
5

５
．
繰
　
延
　
収
　
益

（１
）

1
1
,2
0
2
,6
3
8

（２
）

△
2
,2
0
9
,0
3
8

繰
延

収
益

合
計

8
,9
9
3
,6
0
0

1
7
,8
9
4
,4
8
3

－
１
５
－

長
期
前
受
金
収
益
化
累
計
額

企
業

債
（

固
定

）

他
会

計
借

入
金

引
当

金

固
定

負
債

合
計

未
払

金

そ
の

他
流

動
負

債

企
業

債

引
当

金

流
動

負
債

合
計

長
期

前
受

金

負
債

合
計
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－
１
６
－

資
　
　
本
　
　
の
　
　
部

　
　

　
　
　
　
　
（
単
位
　
千
円
）

６
．
資
　
　
本
　
　
金

（１
）

1
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

７
．
剰
　
　
余
　
　
金

（１
）

（
イ
）
国

・
県

補
助

金
1
,2
2
7
,7
3
4

（
ロ
）
他

会
計

補
助

金
0

（
ハ
）
他

会
計

負
担

金
0

1
,2
2
7
,7
3
4

（２
）

0

（３
）

　
（
イ
）
繰

越
欠

損
金

△
7
5
7
,4
5
4

　
（
ロ
）
当

年
度

純
損

失
△
3
6
0
,3
1
5

△
1
,1
1
7
,7
6
9

1
0
9
,9
6
5

1
,1
0
9
,9
6
5

1
9
,0
0
4
,4
4
8

負
債

・
資

本
合

計

出
資

金

資
本

金
合

計

資
本

剰
余

金

資
本

剰
余

金
合

計

利
益

剰
余

金

利
益

剰
余

金
合

計

欠
損

金

欠
損

金
合

計

剰
余

金
合

計

資
本

合
計
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（単
位
：
千
円
）

１
．

医
　
業
　
収
　
益

（１
）
入

院
収

益
5
,0
6
0
,3
5
9

　
　

（２
）
外

来
収

益
2
,4
6
4
,3
9
9

（３
）
そ

の
他

医
業

収
益

3
1
5
,3
3
4

（４
）
県

補
助

金
6
9
,4
3
6

（５
）
他

会
計

補
助

金
0

（６
）
他

会
計

負
担

金
5
7
9
,7
1
1

8
,4
8
9
,2
3
9

２
．

医
　
業
　
費
　
用

（１
）
給

与
費

4
,8
4
0
,4
4
8

（２
）
材

料
費

1
,5
5
1
,0
7
0

（３
）
経

費
2
,0
5
7
,8
8
1

（４
）
減

価
償

却
費

1
,4
6
6
,9
2
2

（５
）
資

産
減

耗
費

3
,0
0
0

（６
）
研

究
研

修
費

1
8
,0
4
6

（７
）
そ

の
他

医
業

費
用

0
9
,9
3
7
,3
6
7

△
 1
,4
4
8
,1
2
8

３
．

医
 業
 外
 収
 益

（１
）

受
取
利
息
及
び
配
当
金

2
1
3

（２
）
県

補
助

金
1
7
,5
6
7

（３
）
他

会
計

補
助

金
5
2
3

（４
）
他

会
計

負
担

金
1
2
9
,6
8
4

（５
）
長

期
前

受
金

戻
入

1
,3
2
7
,3
5
6

（６
）
そ

の
他

医
業

外
収

益
4
0
,5
8
7

1
,5
1
5
,9
3
0

４
．

看
護
師
養
成
事
業
収
益

（１
）
県

補
助

金
8
0
,0
0
0

（４
）
そ
の
他
看
護
師
養
成
事
業
収
益

4
6
,4
3
0

1
2
6
,4
3
0

平
成
３
０
年
度
　
南
和
広
域
医
療
企
業
団
 病
院
事
業
会
計
予
定
損
益
計
算
書

  
  
  
 （
 平
 成
 ３
０
 年
 ４
 月
 １
 日
 か
 ら
 平
 成
 ３
 １
 年
 ３
 月
 ３
 １
 日
 ）
　
  
　

医
業

利
益

－
１
７
－
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５
．

医
業
外
費
用

（１
）
支
払
利
息
及
び
企
業
債
取
扱
い
諸
費

3
0
,5
0
7

（２
）
長
期
前
払
消
費
税
償
却

2
1
5
,8
8
9

（３
）
消

費
税

1
7
,0
0
0

（４
）
雑

支
出

0
2
6
3
,3
9
6

６
．

看
護
師
養
成
事
業
費
用

（１
）
看

護
師

養
成

費
1
1
1
,5
1
9

1
1
1
,5
1
9

1
,2
6
7
,4
4
5

△
 1
8
0
,6
8
3

６
．

特
　
別
　
利
　
益

（１
）
固

定
資

産
売

却
益

0

（２
）

過
年

度
損

益
修

正
益

0

（３
）
そ

の
他

特
別

利
益

0
0

７
．

特
　
別
　
損
　
失

（１
）
固

定
資

産
売

却
損

3
,0
0
0

（２
）

過
年

度
損

益
修

正
損

3
,0
0
0

（３
）
そ

の
他

特
別

損
失

9
,3
4
3

1
5
,3
4
3

△
 1
5
,3
4
3

８
．

予
　
備
　
費

（１
）
予

備
費

3
,0
0
0

3
,0
0
0

△
 3
,0
0
0

△
 1
9
9
,0
2
6

△
 1
,1
1
7
,7
6
9

△
 1
,3
1
6
,7
9
5

前
年

度
繰

越
欠

損
金

当
年

度
未

処
理

欠
損

金

－
１
８
－

経
常

利
益

当
年

度
純

損
失
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 資
　
　
　
　
産
　
　
　
　
の
　
　
　
　
部

　
　
　
　
　
（単
位
　
千
円
）

１
．
固
　
定
　
資
　
産

（１
）
有
 形
 固
 定
 資
 産

（イ
）
土

地
1
,3
70
,0
37

1,
3
70
,0
37

（ロ
）
建

物
11
,8
49
,5
02

建
物
減
価
償
却
累
計
額

△
1
,5
7
0,
05
0

10
,2
79
,4
52

（ハ
）
器

械
・

備
品

4
,8
49
,6
73

器
械
・
備
品
減
価
償
却
累
計
額

△
2
,1
9
4,
02
0

2
,6
55
,6
53

（ニ
）
車

輌
運

搬
具

5,
1
57

車
輌
運
搬
具
減
価
償
却
累
計
額

△
2,
67
3

2
,4
84

（ホ
）
建

設
仮

勘
定

0

1
4,
30
7
,6
26

（３
）
投
　
　
　
　
資

（イ
）
長

期
貸

付
金

0
（
ロ
）
長

期
前

払
消

費
税

14
6,
57
7

（
ハ
）
そ

の
他

投
資

0

14
6
,5
7
7

1
4,
45
4
,2
03

２
．
流
　
動
　
資
　
産

（１
）

1,
77
7,
41
5

（２
）

1,
31
1,
76
4

貸
倒

引
当

金
0

（３
）

54
,6
09

2
59

54
,8
68

3,
14
4,
04
7

1
7,
59
8
,2
50

－
１
９
－

投
資

合
計

固
定

資
産

合
計

平
 成
 ３
０
 年
 度
　
南
和
広
域
医
療
企
業
団
 病
院
事
業
会
計
予
定
貸
借
対
照
表

平
 成
 ３
１
 年
 ３
 月
 ３
１
 日

有
形

固
定

資
産

合
計

資
産

合
計

現
金

・
預

金

未
収

金

そ
の

他
流

動
資

産

貯
蔵

品

そ
の

他
流

動
資

産

流
動

資
産

合
計
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－
２
０
－

負
　
　
債
　
　
の
　
　
部

　
　
　
　
　
（単
位
　
千
円
）

３
．
固
　
定
　
負
　
債

（１
）

（イ
）
建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の

企
業

債
5
,4
4
8
,4
2
9

企
業

債
合

計
5
,4
4
8
,4
2
9

（２
）

（イ
）
そ
の
他
の
長
期
借
入
金

4
8
7
,3
3
8

他
会

計
借

入
金

合
計

4
8
7
,3
3
8

（３
）

（イ
）
退

職
給

付
引

当
金

9
9
8
,7
0
0

引
当

金
合

計
9
9
8
,7
0
0

6
,9
3
4
,4
6
7

４
．
流
　
動
　
負
　
債

（１
）

6
1
4
,0
4
6

（２
）

（イ
）
預

り
金

0
（ウ
）
そ

の
他

流
動

負
債

0

（イ
）
建
設
改
良
費
等
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の

企
業

債
6
1
2
,2
6
9

企
業

債
合

計
6
1
2
,2
6
9

（３
）

（イ
）
賞

与
引

当
金

2
2
8
,6
8
4

（ロ
）
法

定
福

利
費

引
当

金
4
5
,6
6
6

2
7
4
,3
5
0

1
,5
0
0
,6
6
5

５
．
繰
　
延
　
収
　
益

（１
）

1
1
,7
8
8
,5
7
3

（２
）

△
3
,5
3
6
,3
9
4

繰
延

収
益

合
計

8
,2
5
2
,1
7
9

1
6
,6
8
7
,3
1
1

企
業

債

引
当

金

流
動

負
債

合
計

長
期

前
受

金

長
期
前
受
金
収
益
化
累
計
額

負
債

合
計

未
払

金

そ
の

他
流

動
負

債

企
業

債
（

固
定

）

他
会

計
借

入
金

引
当

金

固
定

負
債

合
計
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資
　
　
本
　
　
の
　
　
部

　
　

　
　
　
　
　
（
単
位
　
千
円
）

６
．
資
　
　
本
　
　
金

（１
）

1
,0
0
0
,0
0
0

1
,0
0
0
,0
0
0

７
．
剰
　
　
余
　
　
金

（１
）

（イ
）
国

・
県

補
助

金
1
,2
2
7
,7
3
4

（ロ
）
他

会
計

補
助

金
0

（ハ
）
他

会
計

負
担

金
0

1
,2
2
7
,7
3
4

（２
）

　
（
イ
）
減

債
積

立
金

0

（ロ
）
利

益
積

立
金

0

（ハ
）
建

設
改

良
積

立
金

0

0

（３
）

　
（
イ
）
繰

越
欠

損
金

△
1
,1
1
7
,7
6
9

　
（
ロ
）
当

年
度

純
損

失
△
1
9
9
,0
2
6

△
1
,3
1
6
,7
9
5

△
8
9
,0
6
1

9
1
0
,9
3
9

1
7
,5
9
8
,2
5
0

－
２
１
－

出
資

金

資
本

金
合

計

資
本

剰
余

金

資
本

剰
余

金
合

計

負
債

・
資

本
合

計

利
益

剰
余

金

利
益

剰
余

金
合

計

欠
損

金
合

計

剰
余

金
合

計

資
本

合
計

欠
　
　
損
　
　
金
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注
記

Ⅰ
．
重
要
な
会
計
方
針

　
1
　
固
定
資
産
の
減
価
償
却
の
方
法

　
　
（
１
）
有
形
固
定
資
産

　
　
　
・
減
価
償
却
の
方
法

　
　
　
　
定
額
法
に
よ
る
。

　
　
　
・
主
な
耐
用
年
数

　
　
　
　
建
物

５
０
年

　
　
　
　
構
築
物

２
０
年

　
　
　
　
器
械
・
備
品

５
年

　
　
　
　
車
両
運
搬
具

６
年

　
２
　
引
当
金
の
計
上
方
法

　
　
（
１
）
賞
与
引
当
金

　
　
　
　
職
員
の
期
末
・
勤
勉
手
当
の
支
給
に
備
え
る
た
め
、
当
年
度
末
に
お
け
る
支
給
見
込
額
に
基
づ
き
、
当
年
度
の
負
担
に
属
す
る
額
を
計
上
し
て
い
る
。

　
３
　
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
会
計
処
理

　
　
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
会
計
処
理
は
一
括
比
例
配
分
方
式
に
よ
る
。

Ⅱ
．
予
定
貸
借
対
照
表
関
連

　
　
（
１
）
企
業
債
の
償
還
に
係
る
他
会
計
の
負
担

　
　
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
て
い
る
企
業
債
（
当
該
年
度
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
以
内
に
償
還
予
定
の
も
の
も
含
む
。
）
の
う
ち
、
他
会
計
が
負
担

　
す
る
と
見
込
ま
れ
る
額
は
６
，
０
６
０
，
６
９
８
千
円
で
あ
る
。

－
２
２
－
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議
 第
 １
 号

参
　
考
　
資
　
料

平
　
成
　
３
　
０
　
年
　
度

南
和
広
域
医
療
企
業
団
病
院
事
業
会
計
予
算
書
（案
）

施
設
別
明
細
書
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○
南

奈
良

総
合

医
療

セ
ン

タ
ー

(
単

位
：

床
、

人
）

　
病

床
数

　
患

者
数

○
吉

野
病

院
　

病
床

数

　
患

者
数

病
　
床
　
数
　
及
　
び
　
患
　
者

　
数

区
分

当
年

度
備

考

一
般

病
床

（
H
C
U

含
む

）
1
9
6

回
復

期
病

床
3
6

区
分

当
年

度
備

考

年
延

入
院

患
者

数
8
1
,
0
3
0

回
復

期
病

床
含

む

一
日

平
均

入
院

患
者

数
2
2
2

回
復

期
病

床
含

む

年
延

外
来

患
者

数
1
6
5
,
9
2
0

一
日

平
均

外
来

患
者

数
6
8
0

区
分

当
年

度
備

考

一
般

病
床

5
0

療
養

病
床

4
6

区
分

当
年

度
備

考

年
延

入
院

患
者

数
3
1
,
3
9
0

療
養

病
床

含
む

一
日

平
均

入
院

患
者

数
8
6

療
養

病
床

含
む

年
延

外
来

患
者

数
2
6
,
8
4
0

訪
問

診
療

含
む

一
日

平
均

外
来

患
者

数
1
1
0

訪
問

診
療

含
む

－
１
－
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○
五

條
病

院
　

病
床

数

　
患

者
数一

般
病

床
4
5

－
２
－

区
分

当
年

度
備

考

療
養

病
床

2
0

区
分

当
年

度
備

考

年
延

入
院

患
者

数
2
1
,
5
3
5

療
養

病
床

含
む

一
日

平
均

入
院

患
者

数
5
9

療
養

病
床

含
む

年
延

外
来

患
者

数
1
7
,
0
8
0

訪
問

診
療

含
む

一
日

平
均

外
来

患
者

数
7
0

訪
問

診
療

含
む
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【
南
奈
良
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
】

（
　
収
益
的
収
入
　
）

目
本
年
度

（
千
円
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
　
（
千
円
）

8
,0
3
9
,5
3
8

医
業

収
益

6
,5
6
1
,1
7
7

入
院

収
益

3
,9
7
0
,4
7
0

入
院

収
益

3
,9
7
0
,4
7
0

外
来

収
益

1
,9
0
8
,0
8
0

外
来

収
益

1
,9
0
8
,0
8
0

そ
の
他
医
業
収
益

2
5
0
,6
7
5

室
料

差
額

収
益

1
2
1
,8
1
0

公
衆
衛
生
活
動
収
益

3
5
,0
6
8

医
療

相
談

収
益

4
0
,7
2
5

そ
の
他
医
業
収
益

5
3
,0
7
2

県
補

助
金

6
9
,4
3
6

県
補

助
金

6
9
,4
3
6

他
会

計
負

担
金

3
6
2
,5
1
6

他
会

計
負

担
金

3
6
2
,5
1
6

医
業

外
収

益
1
,3
5
1
,9
3
1

受
取
利
息
及
び
配
当
金

2
1
3

預
金

利
息

2
1
3

県
補

助
金

1
7
,5
6
7

県
補

助
金

1
7
,5
6
7

他
会

計
補

助
金

5
2
3

他
会

計
補

助
金

5
2
3

他
会

計
負

担
金

1
2
9
,6
8
4

他
会

計
負

担
金

1
2
9
,6
8
4

長
期
前
受
金
戻
入

1
,1
6
8
,0
1
5

長
期
前
受
金
戻
入

1
,1
6
8
,0
1
5

そ
の
他
医
業
外
収
益

3
5
,9
2
9

そ
の
他
医
業
外
収
益

3
5
,9
2
9

看
護
師
養
成
事
業
収
益

1
2
6
,4
3
0

県
補

助
金

8
0
,0
0
0

県
補

助
金

8
0
,0
0
0

そ
の
他
看
護
師
養
成
事
業
収
益

4
6
,4
3
0

そ
の
他
看
護
師
養
成
事
業
収
益

4
6
,4
3
0

款
　
・
　
項

節
備
考

病
院

事
業

収
益

－
３
－
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（
　
収
益
的
支
出
　
）

目
本
年
度

（
千
円
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
（
千
円
）

8
,1
0
0
,3
5
3

医
業

費
用

7
,7
1
5
,0
9
5

給
与

費
3
,8
1
2
,0
0
8

給
料

1
,4
0
4
,5
5
4

手
当

1
,1
2
8
,3
3
4

報
酬

2
6
4
,8
5
3

賃
金

7
5
,0
3
6

法
定

福
利

費
4
5
3
,7
9
5

法
定
福
利
費
引
当
金
繰
入
額

3
7
,2
6
1

退
職

給
与

費
1
7
2
,8
2
7

退
職
給
与
費
引
当
金
繰
入
額

8
9
,2
0
1

賞
与
引
当
金
繰
入
額

1
8
6
,1
4
7

材
料

費
1
,2
3
0
,7
8
0

薬
品

費
6
3
0
,5
4
5

診
療

材
料

費
5
8
8
,2
6
6

給
食

材
料

費
9
5

医
療
消
耗
備
品
費

1
1
,8
7
4

経
費

1
,5
9
0
,0
7
1

福
利

厚
生

費
6
2
1

報
償

費
1
,5
7
5

旅
費

交
通

費
7
,2
3
2

職
員

被
服

費
3
,0
8
6

消
耗

品
費

3
3
,0
4
5

消
耗

備
品

費
1
,3
8
0

光
熱

水
費

1
3
3
,1
1
9

燃
料

費
1
5
,0
7
1

食
料

費
8
6
9

印
刷

製
本

費
8
,7
7
9

修
繕

費
2
6
,8
9
3

保
険

料
6
,2
6
3

手
数

料
4
,2
4
3

賃
借

料
1
1
1
,0
1
9

委
託

料
1
,0
0
4
,5
1
3

広
告

料
1
0
8

公
課

費
4

通
信

運
搬

費
1
6
,0
4
3

交
際

費
1
2
0

諸
会

費
4
,9
7
4

負
担

金
2
1
1
,0
4
2

雑
費

7
2

款
　
・
　
項

節
備
考

病
院

事
業

費
用

－
４
－
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目
本
年
度

（
千
円
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
（
千
円
）

減
価

償
却

費
1
,0
6
5
,9
7
0

建
物
減
価
償
却
費

1
1
0
,0
5
6

建
物
付
属
設
備
減
価
償
却
費

2
8
7
,0
4
3

構
築
物
減
価
償
却
費

1
0
,9
9
7

医
療
器
械
減
価
償
却
費

4
8
0
,0
5
9

器
械
備
品
減
価
償
却
費

1
7
7
,1
0
2

車
両
減
価
償
却
費

7
1
3

資
産

減
耗

費
1
,0
0
0

固
定
資
産
除
却
費

1
,0
0
0

研
究

研
修

費
1
5
,2
6
6

謝
金

3
0
0

図
書

費
3
,8
8
7

旅
費

6
,0
2
9

研
究

雑
費

5
,0
5
0

医
業

外
費

用
2
6
3
,3
9
6

支
払
利
息
及
び
企
業
債
取
扱
諸
費

3
0
,5
0
7

企
業

債
利

息
2
9
,6
8
5

一
時
借
入
金
利
息

8
2
2

長
期
前
払
消
費
税
償
却

2
1
5
,8
8
9

長
期
前
払
消
費
税
償
却

2
1
5
,8
8
9

消
費

税
1
7
,0
0
0

消
費

税
1
7
,0
0
0

看
護
師
養
成
事
業
費
用

1
1
1
,5
1
9

看
護

師
養

成
費

1
1
1
,5
1
9

給
料

4
2
,3
3
6

手
当

1
5
,7
6
9

報
酬

1
5
,5
5
4

法
定

福
利

費
1
4
,4
7
4

法
定
福
利
費
引
当
金
繰
入
額

1
,0
0
6

賞
与
引
当
金
繰
入
額

3
,7
1
8

教
材

費
8
2
1

旅
費

交
通

費
9
1
0

職
員

被
服

費
5
2

消
耗

品
費

6
1
3

消
耗

備
品

費
5
4
0

光
熱

水
費

9
,8
8
0

燃
料

費
1
,0
8
0

食
料

費
1
7

印
刷

製
本

費
3
2
4

修
繕

費
5
4

－
５
－

款
　
・
　
項

節
備
考
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目
本
年
度

（
千
円
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
（
千
円
）

保
険

料
3
9
8

賃
借

料
9
6
0

通
信

運
搬

費
4
6
1

委
託

料
2
,2
4
0

諸
会

費
2
5
2

負
担

金
6
0

特
別

損
失

9
,3
4
3

固
定
資
産
売
却
損

1
,0
0
0

固
定
資
産
売
却
損

1
,0
0
0

過
年
度
損
益
修
正
損

1
,0
0
0

過
年
度
損
益
修
正
損

1
,0
0
0

そ
の
他
特
別
損
失

7
,3
4
3

そ
の
他
特
別
損
失

7
,3
4
3

予
備

費
1
,0
0
0

予
備

費
1
,0
0
0

予
備

費
1
,0
0
0

－
６
－

款
　
・
　
項

節
備
考
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（
　
資
本
的
収
入
　
）

目
本
年
度

（
千
円
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
（
千
円
）

5
8
5
,9
3
5

負
担

金
5
8
5
,9
3
5

他
会

計
負

担
金

5
8
5
,9
3
5

他
会

計
負

担
金

5
8
5
,9
3
5

（
　
資
本
的
支
出
　
）

目
本
年
度

（
千
円
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
（
千
円
）

7
2
1
,3
2
0

建
設

改
良

費
8
5
,0
0
0

病
院
改
築
事
業
費

3
5
,0
0
0

工
事

請
負

費
3
5
,0
0
0

器
械
備
品
購
入
費

5
0
,0
0
0

医
療
器
械
購
入
費

5
0
,0
0
0

企
業
債
償
還
金

5
8
5
,9
3
6

企
業

債
償

還
金

5
8
5
,9
3
6

企
業

債
償

還
金

5
8
5
,9
3
6

県
借
入
償
還
金

5
0
,3
8
4

県
借

入
償

還
金

5
0
,3
8
4

県
借

入
償

還
金

5
0
,3
8
4

－
７
－

資
本

的
収

入

款
　
・
　
項

節
備
考

資
本

的
支

出

款
　
・
　
項

節
備
考
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【
吉
野
病
院
】

（
　
収
益
的
収
入
　
）

款
　
・
　
項

目
本
年
度

（
千
円
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
（
千
円
）

1
,3
2
6
,7
1
4

医
業

収
益

1
,2
6
2
,2
6
6

入
院

収
益

6
5
9
,1
9
0
入

院
収

益
6
5
9
,1
9
0

外
来

収
益

4
0
2
,5
9
9
外

来
収

益
4
0
2
,5
9
9

そ
の
他
医
業
収
益

5
2
,6
4
1
室

料
差

額
収

益
3
9
,7
8
5

公
衆
衛
生
活
動
収
益

5
,3
3
5

そ
の
他
医
業
収
益

7
,5
2
1

他
会

計
負

担
金

1
4
7
,8
3
6
他

会
計

負
担

金
1
4
7
,8
3
6

医
業

外
収

益
6
4
,4
4
8

長
期
前
受
金
戻
入

6
0
,6
2
0
長
期
前
受
金
戻
入

6
0
,6
2
0

そ
の
他
医
業
外
収
益

3
,8
2
8
そ
の
他
医
業
外
収
益

3
,8
2
8

節
備
考

病
院

事
業

収
益

－
８
－

38



（
　
収
益
的
支
出
　
）

款
　
・
　
項

目
本
年
度

（
千
円
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
（
千
円
）

1
,1
8
5
,5
8
2

医
業

費
用

1
,1
8
1
,5
8
2

給
与

費
5
6
6
,0
7
1
給

料
2
5
4
,8
0
8

手
当

1
6
1
,4
3
5

報
酬

7
,7
9
4

賃
金

2
3
,2
8
0

法
定

福
利

費
9
1
,7
2
4

法
定
福
利
費
引
当
金
繰
入
額

4
,5
0
8

賞
与
引
当
金
繰
入
額

2
2
,5
2
2

材
料

費
2
2
9
,5
7
0
薬

品
費

2
0
0
,1
5
8

診
療

材
料

費
2
6
,8
6
4

給
食

材
料

費
2
0

医
療
消
耗
備
品
費

2
,5
2
8

経
費

2
6
9
,2
4
3
報

償
費

1
6

旅
費

交
通

費
3
2
4

消
耗

品
費

5
,7
4
1

消
耗

備
品

費
1
,6
3
0

光
熱

水
費

3
6
,7
2
3

燃
料

費
9
,3
1
1

食
料

費
1
1

印
刷

製
本

費
6
4
8

修
繕

費
1
3
,6
0
8

保
険

料
1
,6
7
3

手
数

料
6
0

賃
借

料
3
4
,5
9
8

委
託

料
1
6
1
,6
8
4

通
信

運
搬

費
2
,5
2
5

諸
会

費
6
9
1

減
価

償
却

費
1
1
4
,5
1
8
建
物
減
価
償
却
費

5
5
,3
1
4

建
物
付
属
設
備
減
価
償
却
費

5
5
6

医
療
器
械
減
価
償
却
費

8
,7
7
8

器
械
備
品
減
価
償
却
費

4
9
,6
2
9

車
両
減
価
償
却
費

2
4
1

－
９
－

節
備
考

病
院

事
業

費
用
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款
　
・
　
項

目
本
年
度

（
千
円
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
（
千
円
）

資
産

減
耗

費
1
,0
0
0
固
定
資
産
除
却
費

1
,0
0
0

研
究

研
修

費
1
,1
8
0
謝

金
3
0
0

図
書

費
1
0
0

旅
費

6
8
0

研
究

雑
費

1
0
0

特
別

損
失

3
,0
0
0

固
定
資
産
売
却
損

1
,0
0
0
固
定
資
産
売
却
損

1
,0
0
0

過
年
度
損
益
修
正
損

1
,0
0
0
過
年
度
損
益
修
正
損

1
,0
0
0

そ
の
他
特
別
損
失

1
,0
0
0
そ
の
他
特
別
損
失

1
,0
0
0

予
備

費
1
,0
0
0

予
備

費
1
,0
0
0
予

備
費

1
,0
0
0

（
　
資
本
的
支
出
　
）

款
　
・
　
項

目
本
年
度

（
千
円
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
（
千
円
）

3
3
,0
4
8

建
設

改
良

費
3
3
,0
4
8

病
院
改
築
事
業
費

1
2
,5
0
0
工

事
請

負
費

1
2
,5
0
0

器
械
備
品
購
入
費

2
0
,5
4
8
備

品
購

入
費

2
0
,5
4
8

資
本

的
支

出

－
１
０
－

節
備
考

節
備
考
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【
五
條
病
院
】

（
　
収
益
的
収
入
　
）

款
　
・
　
項

目
本
年
度

（
千
円
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
（
千
円
）

7
6
5
,3
4
7

医
業

収
益

6
6
5
,7
9
6

入
院

収
益

4
3
0
,6
9
9

入
院

収
益

4
3
0
,6
9
9

外
来

収
益

1
5
3
,7
2
0

外
来

収
益

1
5
3
,7
2
0

そ
の
他
医
業
収
益

1
2
,0
1
8

室
料

差
額

収
益

1
0
,4
0
2

公
衆
衛
生
活
動
収
益

8
2
6

そ
の
他
医
業
収
益

7
9
0

他
会
計
負
担
金

6
9
,3
5
9

他
会

計
補

助
金

6
9
,3
5
9

医
業
外
収
益

9
9
,5
5
1

長
期
前
受
金
戻
入

9
8
,7
2
1

長
期
前
受
金
戻
入

9
8
,7
2
1

そ
の
他
医
業
外
収
益

8
3
0

そ
の
他
医
業
外
収
益

8
3
0

（
　
収
益
的
支
出
　
）

款
　
・
　
項

目
本
年
度

（
千
円
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
（
千
円
）

1
,0
4
4
,6
9
0

医
業

費
用

1
,0
4
0
,6
9
0

給
与

費
4
6
2
,3
6
9

給
料

2
0
2
,7
5
2

手
当

1
3
0
,6
9
3

報
酬

1
4
,4
2
3

賃
金

2
1
,1
6
8

法
定

福
利

費
6
9
,4
2
1

法
定
福
利
費
引
当
金
繰
入
額

3
,8
9
7

賞
与
引
当
金
繰
入
額

2
0
,0
1
5

材
料

費
9
0
,7
2
0

薬
品

費
6
0
,0
6
2

診
療

材
料

費
2
3
,5
1
9

給
食

材
料

費
1
3

医
療
消
耗
備
品
費

7
,1
2
6

節
備
考

病
院
事
業
収
益

節
備
考

病
院
事
業
費
用

－
１
１
－
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款
　
・
　
項

目
本
年
度

（
千
円
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
（
千
円
）

経
費

1
9
8
,5
6
7

報
償

費
1
6

旅
費

交
通

費
3
2
4

消
耗

品
費

5
,1
0
4

消
耗

備
品

費
2
,9
2
2

光
熱

水
費

2
9
,2
4
8

燃
料

費
4
,8
5
6

食
料

費
1
1

印
刷

製
本

費
3
8
9

修
繕

費
1
5
,9
2
3

保
険

料
1
,3
6
8

手
数

料
9
5

賃
借

料
1
2
,2
5
7

委
託

料
1
2
2
,6
9
3

広
告

料
1
0
8

通
信

運
搬

費
2
,4
3
7

諸
会

費
8
1
6

減
価

償
却

費
2
8
6
,4
3
4

建
物
減
価
償
却
費

4
5
,2
1
2

建
物
付
属
設
備
減
価
償
却
費

6
7
,4
7
6

構
築
物
減
価
償
却
費

4
,3
1
7

医
療
器
械
減
価
償
却
費

5
0
,7
1
9

器
械
備
品
減
価
償
却
費

1
1
8
,4
6
9

車
両
減
価
償
却
費

2
4
1

資
産

減
耗

費
1
,0
0
0

固
定
資
産
除
却
費

1
,0
0
0

研
究

研
修

費
1
,6
0
0

図
書

費
1
,0
8
0

旅
費

4
2
0

研
究

雑
費

1
0
0

特
別

損
失

3
,0
0
0

固
定
資
産
売
却
損

1
,0
0
0

固
定
資
産
売
却
損

1
,0
0
0

過
年
度
損
益
修
正
損

1
,0
0
0

過
年
度
損
益
修
正
損

1
,0
0
0

そ
の
他
特
別
損
失

1
,0
0
0

そ
の
他
特
別
損
失

1
,0
0
0

予
備

費
1
,0
0
0

予
備

費
1
,0
0
0

予
備

費
1
,0
0
0

－
１
２
－

節
備
考
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（
　
資
本
的
支
出
　
）

款
　
・
　
項

目
本
年
度

（
千
円
）

区
　
　
分

金
　
　
額
　
（
千
円
）

2
8
,6
9
3

建
設
改
良
費

2
8
,6
9
3

病
院
改
築
事
業
費

1
8
,6
9
3

工
事

請
負

費
1
8
,6
9
3

器
械
備
品
購
入
費

1
0
,0
0
0

備
品

購
入

費
1
0
,0
0
0

資
本

的
支

出

－
１
３
－

節
備
考
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議第 ２ 号 

 

南和広域医療企業団職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

南和広域医療企業団職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について次の

とおり制定したいので、議会の議決を求める。 

 

平成３０年２月２２日提出 

 

 南和広域医療企業団企業長 上山 幸寛  

 

南和広域医療企業団職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

南和広域医療企業団職員の育児休業等に関する条例(平成２８年南和広域医療企業団条

例第７号)の一部を次のように改正する。 

第１条中｢第２条第１項、第３条第２項及び第５条第２項の規定｣を削る。 

第２条に次の１号を加える。 

(4) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員 

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

(ｱ) 企業長が任命する職(以下｢特定職｣という。)に引き続き在職した期間が１年以

上である非常勤職員 

(ｲ) その養育する子(育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。以下同じ。)が

１歳６か月に達する日(以下｢１歳６か月到達日｣という。)(第２条の４の規定に該

当する場合にあっては、２歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場

合にあっては、更新後の任期)が満了すること及び特定職に引き続き採用されない

ことが明らかでない非常勤職員 

(ｳ) 勤務日の日数を考慮して管理規程で定める非常勤職員 

イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員(その養育する子が１歳に

達する日(以下この号及び同条において｢１歳到達日｣という。)(当該子について当該

非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である

場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている非常勤職員に限

る。) 

ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員で

あって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満

了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引

き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの 

第２条の次に次の３条を加える。 
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(育児休業法第２条第１項の条例で定める者) 

第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和２２年法律第

１６４号)第６条の４第１号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第２

７条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第６条の４第２号

に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法

第２７条第１項第３号の規定により委託されている当該児童とする。 

(育児休業法第２条第１項の条例で定める日) 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める日とする。 

(1) 次号及び第３号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の１歳到達日 

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の１歳到達日以前のいずれかの日において

当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条

及び次条において｢地方等育児休業｣という。)をしている場合において当該非常勤職員

が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた

日が当該子の１歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前

である場合を除く。) 当該子が１歳２か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間

の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の

１歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該

非常勤職員が労働基準法(昭和２２年法律第４９号)第６５条第１項及び第２項の規定

により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をい

う。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日) 

(3) １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の１歳

到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又

は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当し

てする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合に

あっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育

児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該子の

１歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休

業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、

又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末

日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業を

しようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子の１

歳６か月到達日  

ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日(当該非常勤職員がする育

児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当

該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者
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が当該子の１歳到達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日

が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方

等育児休業をしている場合 

イ 当該子の１歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のため

に特に必要と認められる場合として管理規程で定める場合に該当する場合 

(育児休業法第２条第１項の条例で定める場合) 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６か月から２歳に達す

るまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日(当該子の１

歳６か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の

期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は

当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌

日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようと

する場合であって、次の各号のいずれにも該当するときとする。 

(1) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日において育児休業を

している場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳６か月到達日において地方

等育児休業をしている場合 

(2) 当該子の１歳６か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務

のために特に必要と認められる場合として管理規程で定める場合に該当する場合 

第４条第１号を次のように改める。 

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育

児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合

に該当することとなったこと。 

ア 死亡した場合 

イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合 

第４条第５号中｢別居したこと｣の次に｢、育児休業に係る子について児童福祉法第３９条

第１項に規定する保育所、就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律(平成１８年法律第７７号)第２条第６項に規定する認定こども園又は児童福祉法

第２４条第２項に規定する家庭的保育事業等(以下｢保育所等｣という。)における保育の利

用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないこと｣を加え、同号を同

条第６号とし、同条第２号から同条第４号までを１号ずつ繰り下げ、同条第１号の次に次

の１号を加える。 

(2) 育児休業をしている職員が第６条に規定する事由に該当したことにより当該育児

休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当

することとなったこと。 

ア 前号ア又はイに掲げる場合 

イ 民法(明治２９年法律第８９号)第８１７条の２第１項の規定による請求に係る家

事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又
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は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第２７条第１項第３号の規定による措置が

解除された場合 

第４条に次の２号を加える。 

(7) 第２条の３第３号に掲げる場合に該当すること又は第２条の４の規定に該当する

こと。 

(8) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、

当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定

職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用さ

れる日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。 

第５条中｢別居したこと｣の次に｢、育児休業に係る子について保育所等における保育の利

用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないこと｣を加える。 

第１２条第１号を次のように改める。 

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第１０条第１項に規定する育児短時間勤務をいう。以

下同じ。)をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児

短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第４条第１

号ア又はイに掲げる場合に該当することとなったこと。 

第１２条第６号中｢別居したこと｣の次に｢、育児短時間勤務に係る子について保育所等に

おける保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないこと｣を

加え、同号を同条第７号とし、同条第２号から同条第５号までを１号ずつ繰り下げ、同条

第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 育児短時間勤務をしている職員が、第１４条第１号に掲げる事由に該当したことに

より当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第

４条第２号ア又はイに掲げる場合に該当することとなったこと。 

第１９条中｢から前条まで｣を｢及び前条｣に改める。 

第２２条中｢第８条｣の次に｢まで｣を加える。 

第２３条中｢育児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をしてい

る｣を｢次に掲げる｣に改め、同条に次の各号を加える。 

(1) 育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をしている職員 

(2) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第２８条の５

第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下｢再任用短時間勤務職員等｣とい

う。)を除く。) 

ア 特定職で引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職員 

イ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して管理規程で定める非常勤職員 

第２４条第１項中｢勤務時間｣の次に｢(非常勤職員(再任用短時間勤務職員等を除く。以下

この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)｣を加え、

同条第２項中｢労働基準法(昭和２２年法律第４９号)第６７条の規定による育児時間を承

認されている職員｣を｢介護時間その他の管理規程で定める休暇(以下｢介護時間等｣とい
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う。)の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)｣に、｢当該育児時間｣を｢当該介

護時間等の承認を受けて勤務しない時間｣に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき、当該非常勤職員につい

て１日につき定められた勤務時間から５時間４５分を減じた時間を超えない範囲内で

(当該非常勤職員が労働基準法第６７条の規定による育児時間(以下｢育児時間｣という。)

又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成３年

法律第７６号)第６１条第３２項において読み替えて準用する同条第２９項の規定によ

る介護をするための時間(以下｢介護をするための時間｣という。)の承認を受けて勤務し

ない場合にあっては、当該勤務時間から５時間４５分を減じた時間を超えない範囲内で、

かつ、２時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しな

い時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。 

第２５条第４項中｢労働基準法第６７条の規定による育児時間又は部分休業を承認され

ている｣を｢部分休業又は介護時間等の承認を受けて勤務しない｣に、｢当該育児時間又は当

該部分休業を承認されている｣を｢当該部分休業又は当該介護時間等の承認を受けて勤務し

ない｣に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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1 

 

議第 ３ 号 

 

南和広域医療企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について 

 

南和広域医療企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につい

て次のとおり制定したいので、議会の議決を求める。 

 

平成３０年２月２２日提出 

 

 南和広域医療企業団企業長 上山 幸寛  

 

南和広域医療企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 南和広域医療企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例(平成２４年２月南和

広域医療組合条例第１０号)の一部を次のように改正する。 

 第４条第３項中｢１００分の１７０｣を｢１００分の１７５｣に改める。 

第２条 南和広域医療企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改

正する。 

 第３条中｢７１８，０００円｣を｢４３９，８００円｣に改める。 

第４条第３項中｢１００分の１５５｣を｢、企業長にあっては１００分の１０７．５、副企

業長にあっては１００分の１５７．５｣に、｢１００分の１７５｣を｢、企業長にあっては１０

０分の１２２．５、副企業長にあっては１００分の１７２．５｣に改め、同条第４項本文中

｢期末手当基礎額は、｣の次に｢企業長にあっては給料月額、副企業長にあっては｣を加える。 

附 則 

(施行期日等) 

１ この条例は公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成３０年４月１日から

施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の南和広域医療企業団企業長等の給与及び旅費に関する条

例(以下｢改正後の企業長等給与条例｣という。)の規定は、平成２９年１２月１日から適用

する。 

(手当の内払) 

３ 改正後の企業長等給与条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改

正前の南和広域医療企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給

された期末手当は、改正後の企業長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。 
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1 

 

議第 ４ 号 

 

南和広域医療企業団企業長及び副企業長の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

について 

 

 南和広域医療企業団企業長及び副企業長の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

について次のとおり制定したいので、議会の議決を求める。 

 

  平成３０年２月２２日提出 

 

 南和広域医療企業団企業長 上山 幸寛  

 

南和広域医療企業団企業長及び副企業長の退職手当に関する条例の一部を改正する

条例 

 

南和広域医療企業団企業長及び副企業長の退職手当に関する条例(平成２８年３月南和

広域医療企業団条例第１５号)の一部を次のように改正する。 

第２条中｢企業長｣の次に｢(県その他の地方公共団体において定年に達したことにより退

職した者を除く。)｣を加える。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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議第 ５ 号 

 

南和広域医療企業団職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 南和広域医療企業団職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について次のと

おり制定したいので、議会の議決を求める。 

 

  平成３０年２月２２日提出 

 

 南和広域医療企業団企業長 上山 幸寛  

 

南和広域医療企業団職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

南和広域医療企業団職員の退職手当に関する条例(平成２８年南和広域医療企業団条例

第１４号)の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中｢規定する者のうち｣の次に｢、２０年未満の期間勤続し｣を加え、｢第１９

条第１項項各号｣を｢第１９条第１項各号｣に改め、｢、その者が別表第２の勤続期間の区分の

者に該当するときは｣を削り、｢同項の規定により計算した額に当該勤続期間｣を｢退職日給

料月額に、その者の勤続期間に該当する別表第２の勤続期間｣に改める。 

別表第１(第６条第１項関係) 

勤続期間の区分 左の区分に応じた割合 

１年 ０．８３７ 

２年 １．６７４ 

３年 ２．５１１ 

４年 ３．３４８ 

５年 ４．１８５ 

６年 ５．０２２ 

７年 ５．８５９ 

８年 ６．６９６ 

９年 ７．５３３ 

１０年 ８．３７ 

１１年 ９．２９０７ 

１２年 １０．２１１４ 

１３年 １１．１３２１ 

１４年 １２．０５２８ 

１５年 １２．９７３５ 
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１６年 １４．３１２７ 

１７年 １５．６５１９ 

１８年 １６．９９１１ 

１９年 １８．３３０３ 

２０年 １９．６６９５ 

２１年 ２１．３４３５ 

２２年 ２３．０１７５ 

２３年 ２４．６９１５ 

２４年 ２６．３６５５ 

２５年 ２８．０３９５ 

２６年 ２９．３７８７ 

２７年 ３０．７１７９ 

２８年 ３２．０５７１ 

２９年 ３３．３９６３ 

３０年 ３４．７３５５ 

３１年 ３５．７３９９ 

３２年 ３６．７４４３ 

３３年 ３７．７４８７ 

３４年 ３８．７５３１ 

３５年 ３９．７５７５ 

３６年 ４０．７６１９ 

３７年 ４１．７６６３ 

３８年 ４２．７７０７ 

３９年 ４３．７７５１ 

４０年 ４４．７７９５ 

４１年 ４５．７８３９ 

４２年 ４６．７８８３ 

４３年 ４７．７０９ 

４４年 ４７．７０９ 

４５年 ４７．７０９ 

別表第２(第６条第２項関係) 

勤続期間の区分 左の区分に応じた割合 

１年 ０．５０２２ 

２年 １．００４４ 

３年 １．５０６６ 

４年 ２．００８８ 
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５年 ２．５１１ 

６年 ３．０１３２ 

７年 ３．５１５４ 

８年 ４．０１７６ 

９年 ４．５１９８ 

１０年 ５．０２２ 

１１年 ７．４３２５６ 

１２年 ８．１６９１２ 

１３年 ８．９０５６８ 

１４年 ９．６４２２４ 

１５年 １０．３７８８ 

１６年 １２．８８１４３ 

１７年 １４．０８６７１ 

１８年 １５．２９１９９ 

１９年 １６．４９７２７ 

別表第３(第７条関係) 

勤続期間の区分 左の区分に応じた割合 

１１年 １１．６１３３７５ 

１２年 １２．７６４２５ 

１３年 １３．９１５１２５ 

１４年 １５．０６６ 

１５年 １６．２１６８７５ 

１６年 １７．８９０８７５ 

１７年 １９．５６４８７５ 

１８年 ２１．２３８８７５ 

１９年 ２２．９１２８７５ 

２０年 ２４．５８６８７５ 

２１年 ２６．２６０８７５ 

２２年 ２７．９３４８７５ 

２３年 ２９．６０８８７５ 

２４年 ３１．２８２８７５ 

別表第４(第８条関係) 

勤続期間の区分 左の区分に応じた割合 

１年 １．２５５５ 

２年 ２．５１１ 

３年 ３．７６６５ 
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４年 ５．０２２ 

５年 ６．２７７５ 

６年 ７．５３３ 

７年 ８．７８８５ 

８年 １０．０４４ 

９年 １１．２９９５ 

１０年 １２．５５５ 

１１年 １３．９３６０５ 

１２年 １５．３１７１ 

１３年 １６．６９８１５ 

１４年 １８．０７９２ 

１５年 １９．４６０２５ 

１６年 ２０．８４１３ 

１７年 ２２．２２２３５ 

１８年 ２３．６０３４ 

１９年 ２４．９８４４５ 

２０年 ２６．３６５５ 

２１年 ２７．７４６５５ 

２２年 ２９．１２７６ 

２３年 ３０．５０８６５ 

２４年 ３１．８８９７ 

２５年 ３３．２７０７５ 

２６年 ３４．７７７３５ 

２７年 ３６．２８３９５ 

２８年 ３７．７９０５５ 

２９年 ３９．２９７１５ 

３０年 ４０．８０３７５ 

３１年 ４２．３１０３５ 

３２年 ４３．８１６９５ 

３３年 ４５．３２３５５ 

３４年 ４６．８３０１５ 

３５年 ４７．７０９ 

３６年 ４７．７０９ 

３７年 ４７．７０９ 

３８年 ４７．７０９ 

３９年 ４７．７０９ 
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４０年 ４７．７０９ 

４１年 ４７．７０９ 

４２年 ４７．７０９ 

４３年 ４７．７０９ 

４４年 ４７．７０９ 

４５年 ４７．７０９ 

附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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議第 ６ 号 

 

南和広域医療企業団病院事業料金徴収条例の一部を改正する条例について 

 

南和広域医療企業団病院事業料金徴収条例の一部を改正する条例について次のとおり制

定したいので、議会の議決を求める。 

 

平成３０年２月２２日提出 

 

 南和広域医療企業団企業長 上山 幸寛  

 

南和広域医療企業団病院事業料金徴収条例の一部を改正する条例 

 

南和広域医療企業団病院事業料金徴収条例（平成２８年条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

  別表室料の部 C 室の項五條病院の欄を次のように改める。 

 

   

 

附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

１日につき  ３，２４０円 
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